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目次

・目次、本日のプログラム

・登壇者紹介　春原 治子さん

　　　　　　  藤田 和子さん

　　　　　　  坂口 一延さん

・「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」について

・認知症の人本人からの発信

ごあいさつ
　厚生労働省老健局 認知症総合戦略企画官
　遠坂 佳将

　長野県健康福祉部介護支援課長
　今井 政文

第１部　本人座談会

休憩

第２部　ディスカッション
『一足先に認知症になった私たちとともに皆で考えよう』

まとめ

13:00

13:10-13:55

13:55-14:05

14:05-14:50

14:50

時間 内容

本日のプログラム（予定）
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令和5年6月公布、令和6年1月施行
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Ⅲ 基本的施策

1. 認知症の人に関する国民の理解の増進等

　【施策の目標】
　　共生社会の実現を推進するための基盤である基本的人権及びその尊重についての理
　解を推進する。その上で、「新しい認知症観」の普及が促進されるよう、認知症の人
　が発信することにより、国民一人一人が認知症に関する知識及び認知症の人に関する
　理解を深めることを目標として、以下の施策を実施する。

(3) 認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動の展開
➢ 　    「認知症とともに生きる希望宣言」の普及等、認知症の人が自らの言葉で語り、 
　 認知症になってからも希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極
　 的に発信することができるよう、認知症本人大使「希望大使」（以下「認知症希望　
　 大使という。）の活動支援を推進する。

「認知症施策推進基本計画」（抄）

認知症本人大使「希望大使」

本イベントは、厚生労働省が行う、令和６年度「認知症普及啓発事業広報一式」事業の一環として、
厚生労働省、長野県、（一社）日本認知症本人ワーキンググループの共催にて実施いたします。

厚生労働省では、これまで７名の方を「認知症希望大使」として任命し、認知症の人本人が自ら
の言葉で語り、認知症になっても希望をもって暮らせる姿等を積極的に発信しています。
また、「認知症希望大使」には、国が行う認知症の普及啓発活動や意見交換会、国際的な会合
への参加・協力をいただいています。

◆７名の「希望大使」（令和２年～丹野智文さん、藤田和子さん、柿下秋男さん、春原治子さん、
　渡邊康平さん、令和６年～鈴木貴美江さん、戸上守さん）を任命。
◆都道府県において、令和２年度以降、24都道府県、74名の地域版の希望大使を任命。
　（令和６年９月末現在）

地域版希望大使を任命している都道府県
   令和６年２月２９日開催
（認知症希望大使と厚生労働省職員との意見交換会より） 



共催　厚生労働省、長野県、一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ


